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（処遇改善加算取得特別支援事業） 

・株式会社エイデル研究所に委託し、処遇改善加算の取得に係る支援セミナー、電話・

メール相談、個別相談会・現地相談会を実施しています。 

・処遇改善加算についてのご質問、ご相談は、以下までご連絡ください。 

エイデル研究所 電話：075-253-0201、メール：kyoto-kaigo@eidell.co.jp 

 

（第三者評価） 

・第三者評価は、第三者の目から見た評価結果を幅広く利用者や事業者に公表することに

より、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の

取組を促すことで、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。 

・介護保険事業所に比べ障害福祉サービス等事業所は受診率が低いので、積極的に受診を

お願いします。 

 

（介護サービス事業所の皆様へ（駐車許可の申請）） 

・平成２６年４月に府警本部から出された「駐車許可の申請」についての通知です。 

・業務のために駐車が必要な場合は駐車許可を申請いただき、基準以上の車両を保持する

場合は安全運転管理者の選任の手続を行っていただきますようお願いします。 

 

（ワムネット京都府センター） 

・ワムネットの京都府からのお知らせへのアクセス手順です。 

・京都府では各事業所への連絡はこのワムネットで行っており、各種補助金の申請開始や

各種研修の申込開始等のご案内も掲載しております。 

・見落とされると、補助金が受け取れない、研修が受けられず人員基準を満たせない、等

の不利益が生じる可能性があります。必ず、２日に１回はアクセスし確認していただき

ますようお願いします。 

 

（京都府医療的ケア児等支援センターことのわ） 

・病気や障害があることで、人工呼吸器の管理やたんの吸引等の医療的ケアを日常的に必

要とするお子さんとその家族が、地域で安心して生活できるよう相談に応じています。 

・相談内容に合わせ適切な関連機関をご紹介したり、福祉サービス等の案内をいたします。 

 

（アルコール健康障害及びギャンブル等依存症相談窓口について） 

・依存症専門医療機関や相談機関、自助グループ・回復支援施設等の民間団体を紹介する

「アルコール健康障害相談機関マップ」及びギャンブル等依存症問題啓発週間において



相談窓口を紹介する啓発ポスターを関係機関等へ配布し支援機関などの周知を行って

おります。 

 

（事業者指定等受付窓口） 

・事業所指定等の窓口です。指定や報酬に関する質問等は、管轄の保健所にお願いします。 
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・キャリアパス要件Ⅳ

・職場環境等要件の項目数増加＋見える化

・キャリアパス要件Ⅲ

・キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、 職場環境等要件、月額賃金改善要件
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処遇改善加算取得特別支援事業

6月の臨時報酬改定により、加算率UPと対象サービス拡大

処遇改善加算
取得支援セミナー

オンラインや対面のセミナー、

動画配信などで、加算の算定

要件や取得方法、計画書等の

記載方法などを丁寧に解説

いたします。

個別相談会
現地相談会

処遇改善加算等に関する疑問

や不安など、個別のご相談に

応じます。
※「きょうと福祉人材育成認証制度」
への宣言、またはセミナー参加が
必要です。

電話・メール相談

電話やメールでのご相談にも

対応しています。

075-253-0201
（平日10：30～16：30）

メール：
kyoto-kaigo@eidell.co.jp

申請手続きが
煩雑で

分からない

これまで
処遇改善加算を

未取得

より上位区分の
加算を

取得したい

職員への
支給の方法を
見直したい

加算の仕組みが
複雑で

分かりにくい

疑問・不安の解消や上位区分の取得を支援いたします！！

要件を多く満たすほど、加算率の高い区分を取得できる

加算率低 高

Ⅱイ

Ⅱロ

Ⅰイ

Ⅰロ

新たに加算対象となる下記のサービスは、令和8年度特例要件 または

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件を満たすことで算定できます。

訪問看護、訪問リハビリテーション

居宅介護支援、介護予防支援

【介
護
】

【
障
害
】

計画相談支援、障害児相談支援

地域相談支援（移行／定着）

令和8年度から、

実際に業務を行っている

代表・役員も配分対象に

できるようになりました！

mailto:kyoto-kaigo@eidell.co.jp?subject=処遇改善加算のお問合せ


キャリアパス要件Ⅰ （任用要件・賃金体系の整備等）

福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、
それらに応じた賃金体系を整備する。

キャリアパス要件Ⅱ （研修の実施等）

福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、
当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保する。

 ａ 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
 ｂ 資格取得のための支援（勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等）

キャリアパス要件Ⅲ （昇給の仕組みの整備等）

福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備する。

 ａ 経験に応じて昇給する仕組み     ｂ 資格等に応じて昇給する仕組み
 ｃ 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

キャリアパス要件Ⅳ （改善後の年額賃金要件）

経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。

(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。）
※年額４４０万円以上の職員がいない状況でも、「小規模事業所等で 職員間の賃金バランスに配慮が必要」など理由がある場合は免除

経験・技能のある福祉・介護職員のうち１人以上は、賃金改善後の賃金額が年額460万円以上である

こと。(処遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額460万円以上である者を除く。）
※年額４6０万円以上の職員がいない状況でも、「職場環境等要件」について全体から14以上の取組を実施している場合は要件を満たす

キャリアパス要件Ⅴ （配置等要件）

【介護】 サービス類型ごとにサービス提供体制強化加算、特定事業所加算等の届け出を行っていること。

【障害】 福祉専門職員配置等加算の届出を行っていること。

令
和
8
年
度
特
例
要
件
に
よ
る

猶
予
あ
り

キャリアパス要件 Ⅰ～Ⅴ

加算の区分に応じて（前ページ）、以下の要件を満たすことが必要です。

◆令和8年度特例要件（生産性向上や協働化に係る取組）について◆

◆加算 I・Ⅱを取得する事業者は上乗せの加算区分（ロ）を取得可能

◆従来の加算対象サービスは、キャリアパス要件（介護：Ⅰ～Ⅳ、障害：Ⅰ～Ⅲ）

及び職場環境等要件は令和８年度中の対応を誓約すればよい

◆新規対象サービスは他の要件が不要となる
※特例要件を満たしていなくても

処遇改善加算は取得可能

【介護】以下のいずれかの取組を行っていること。 ⇒ （ア）、 （イ）、（ウ）のいずれか1つ

（ア） ケアプランデータ連携システムを利用していること。（対象サービスのみ）

（イ） 生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。（対象サービスのみ）

（ウ） 介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

【障害】以下の（ア）又は（イ）いずれかの取組を行うとともに、（ウ）の取組を行っていること。

⇒（ア）＋（ウ）、または（イ）＋（ウ）が必要※ ※各種相談支援事業所の場合、（ウ）の対応は不要

（ア） 職場環境等要件の「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）のための取組」のうち５以上の取組
（うち⑱及び㉑は必須）を実施すること。

（イ） 障害福祉サービス等事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

（ウ） “処遇改善加算Ⅱロの加算額の２分の１”以上を基本給等の改善に充てること。

【介
護
】

【
障
害
】

令和8年度特例を満たす、あるいは満たすことを誓約する事業所に限り、



職場環境等要件

介護と障害とで求められる要件が一部異なります。

厚生労働省のHP「介護職員の処遇改善」では、
職場環境等要件の事例集など様々な情報が提供されています。
詳しくはQRコードから、またはこちらをクリック

月額賃金改善要件

加算の総額のうち、一定の額は賞与や一時金ではなく、基本給の増額や手当等で
配分する必要がありますので、月々の運用を計画的に行う必要があります。

加算Ⅲ

加算Ⅳ

加算Ⅱ

加算Ⅰ

加算Ⅳの
2分の1相当

加算額のうち、“加算Ⅳに相当する加算額の２分の１”以上を
月額の賃金改善（「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」）として配分

残りの加算額は基本給、手当、賞与（一時金）など
様々な方法で配分してよい

各
区
分
の
加
算
の
総
額

加算の総額の２分の１
ではないので注意！

※令和8年6月から処遇改善加算の対象となるサービスには適用されません。
【介護】：（介護予防）訪問看護、 （介護予防）訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援

【障害】：計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）

【介
護
】

加算Ⅰ・Ⅱ（Ⅰイ・Ⅰロ、Ⅱイ・Ⅱロ）を取得する場合：１３以上の取組が必要

・６の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち⑰又は⑱は必須）を実施。

・介護サービスの情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目

及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載する。（見える化要件）

加算Ⅲ・Ⅳを取得する場合や、新規対象サービス：７以上の取組が必要

・６の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）を実施。

【障
害
】

加算Ⅰ・Ⅱ（Ⅰイ・Ⅰロ、Ⅱイ・Ⅱロ）を取得する場合：１３以上の取組が必要

・６の区分ごとにそれぞれ２つ以上（生産性向上は３つ以上、うち⑱は必須）を実施。

・障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施した取組

項目及びその具体的な取組内容を記載する。（見える化要件）

加算Ⅲ・Ⅳを取得する場合や、新規対象サービス：８以上の取組が必要

・６の区分ごとにそれぞれ１つ以上（生産性向上は２つ以上）実施するとともに、全体で８以上の

取組を実施。 ※令和8年度特例要件に関係なく、令和8年度中の実施を誓約することでもよい。

令
和
8
年
度
特
例
要
件
に
よ
る

猶
予
あ
り

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html


取得要件に関する取組や職員への配分、計画書・報告書の

作成など、処遇改善加算についてご相談に応じます。

ご希望の「日時」と「実施方法（オンライン・対面）」をお知らせ

ください。１回あたりの所要時間は最大２時間です。 

「処遇改善加算の取得」「きょうと福祉人材育成認証制度」について、お気軽にお問合せ下さい。

京都府福祉人材サポートセンター コンサルティング事業部門／エイデル研究所 京都支社
京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町245-1 烏丸梅田ビル（地下鉄「丸太町」駅 6番出口すぐ）

電話： 075－253－0201 ＦＡＸ： 075－253－0204 メール： kyoto-kaigo@eidell.co.jp

問合せ先

セミナー申込は
QRコードから

またはこちらをクリック

個別相談会・現地相談会

電話・メール相談

制度整備のために「きょうと福祉人材育成認証制度」をご活用ください

※相談会のご利用には、きょうと福祉人材育成認証制度における“宣言”、

または、「処遇改善加算取得支援セミナー」への参加が必要です。

（セミナーの対象期間：令和８年1月実施済み分～令和9年1月以降実施予定分まで）

きょうと福祉人材育成認証制度については

京都福祉情報サイト“kyoto294.net”でチェック！

処遇改善加算取得支援セミナー

令和8年度 支援メニューのご案内

テーマ 日程 会場／オンライン 時間

令和8年度
基本セミナー
（全日程同一内容）

8月28日（金） オンライン（Zoom)

14：00～16：0010月20日（火）
京都経済センター
４－F

12月14日（月） オンライン（Zoom)

令和９年度の
取得に向けて

1月以降 2回実施
（別途案内予定）

京都経済センター／
オンライン（Zoom)

14：00～16：00

【定員】 会場：５0名、オンライン：80名

処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲや職場環境等要件の項目の

多くは、認証制度の基準となっています。

認証制度にて提供している支援を活用することで、処遇改善加算に

必要な仕組みを整備することが可能です。

相談会申込は
QRコードから
またはこちらをクリック

電話やメールでのご相談を受け付けております。（平日１０：３０～１６：３０）

電話：075-253-0201 メール：kyoto-kaigo@eidell.co.jp

https://7e898b29.form.kintoneapp.com/public/kyoto-syogu-seminar2026
https://kyoto294.net/
https://7e898b29.form.kintoneapp.com/public/soudan-kyoto
mailto:kyoto-kaigo@eidell.co.jp


第三者評価事業受診のご案内

京都介護・福祉サービス

第三者評価等支援機構

（事務局：社会福祉法人 京都府社会福祉協議会）

第三者評価の目的と趣旨

第三者評価事業は、個々のサービス事業者の組織運営やサービ

スの提供内容について、その透明性を高めるとともに、サービ

スの質の向上・改善に寄与することを目的としています。

そして評価の結果が公表されることで、結果として利用者の

適切なサービス選択に資するための情報になることも重要な

目的です。

サービス事業者のコンプライアンス意識の顕在化と、利用者

への安心と信頼を提供することにつながり、事業者と利用者

の双方にとって有益な事業となることを期待するものです。

令和7年

創設から

20周年を

迎えました

①

②

③



京都ならではの取り組み

「受審」ではなく「受診（ありのままを診る）」

　京都の第三者評価は、事業所を審判したり格付けするものではな

く、ありのままを診るという意味で、「受診」としています。

　また、評価を行うに当たっては、「ポジティブ・アシスト」（肯定的

支持）」を基本とし、事業所の「伴走者」の姿勢でのぞんでいます。

　今の事業所の強みをより伸ばし、弱みをより良い方向に改善する支

援をしていく。そのような「お手伝い」をすることが、京都の第三者

評価の役割で、事業所側にとっては内的な効果と、外的な効果を得る

ことが出来ます。

内的な効果と外的な効果とは

「内的効果」⇒事業者の質の向上への取組みの支援

例えば

自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかに

なる。

改善すべき点が明らかになるため、サービスの質の向上に向け

た具体的な取組みの目標設定が可能となる。

第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲を向

上し、諸課題の共有化が促進される。

「外的効果」⇒就職希望者や利用者への情報提供

例えば

就職フェアで「第三者評価受診事業所」として紹介され、就職

希望者が、事業所を選択するときの一つの指標となる。

きょうと福祉人材育成認証制度の要件となっている。

利用者が、介護・福祉サービス事業所を選ぶ際に役立つ情報を

得ることが出来るとともに、サービスを受けている事業所が、

問題解決やサービス向上に関心があるかを確認することができ

る。

・

　　　　　　

・

・

・

・

・



受診事業所の声

（アンケートより）

受診事業者からは次のような声が寄せられています。

●課題・情報の共有

・組織全体とチームの一貫した課題共有の重要性を改めて気付かさ

　れた。

・情報の共有・書類の管理の見直しの機会になった。

・項目ごとに細かく振り返りの資料として活用でき、新たな課題抽

　出にも役立った。

●方向性・指標

・見えていなかった事業所の「強み」を確認できた。

・よりよい労働環境・サービス内容を考えていくための指標となっ

　た。

●人材の育成・意識向上

・主任クラス等の中堅職員の意識が大きく変化した（人材育成とし

　ての効果が大きかった）

・管理職以外の職員も参加することにより、職員の仕事に対する意

　識や業務改善に向うモチベーションが高まった。

・これまで以上に、いろいろな職種間での情報の共有・連絡・相談

　が一体化した。



アクセスは
こちらから

詳細はホームページをご覧ください

京都介護・福祉サービス
第三者評価等支援機構
ホームページURL
https://kyoto-hyoka.jp/

受診準備から公表まで



令和8年度 第三者評価の受診事業所を募集します。
サービス向上や、事業所の取り組みをアピールするために、積極的にご応募ください。
詳細はホームページの『各事業所の方へ』をクリックして、『評価を受ける』からご確認
いただけます。

ホームページはこちら

設立から20周年を迎えました！

京都介護・福祉サービス第三者評価

令和8年度

受診事業所 募集開始

きょうと
福祉人材育成
認証制度の
必須項目です

締切：令和８年７月３日（金）
※以後も受付いたしますが、ご希望に添えない場合があります。

https://kyoto-hyoka.jp/TEL：075-252-6292　FAX：075-252-6310

〒604-0874　京都市中京区竹屋町通烏丸東入清水町375　
ハートピア京都5F　京都府社会福祉協議会内

京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構　事務局

お問合せ

■訪問調査時期については施設・事業所のご希望によりますが、早めの受診をご検討ください。

■感染症や気象状況等の影響により、訪問調査の実施を遅らせたり、中止する場合があります。

■年度末に近づく時期のお申込みは年度内の評価を実施することが難しくなる場合があります。

ホームページから「受診応募票」をダウンロードして必要事項を記入の上、事務局まで郵送
または、ホームページのフォームから提出してください。
※訪問希望月は申込から３ヶ月以上先の月をご記入ください。

▶応募手続き

▶評価分野・料金







★　「ＷＡＭ ＮＥＴ」へアクセス（アドレス（https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/）

①　トップ画面中、「特設サイト」の『都道府県からのお知らせ』 をクリック

②　「ＷＡＭ ＮＥＴ地方センター情報」画面中、 『京都』をクリック

「ＷＡＭネット　京都府からのお知らせ」へのアクセス方法

クリック①

クリック②



④　記事を検索

③　「京都府センター」画面中、「メインメニュー」「掲示板」欄の『府からのお知らせ（障害福祉関連）』 をクリッ
ク

　○京都府では各事業所への連絡はこのワムネットで行っており、
　　　・各種補助金の申請開始
　　　・各種研修の申込開始
　　等のご案内も掲載しております。

　○見落とされると、
　　　・補助金が受け取れない
　　　・研修が受けられず人員基準を満たせない
　　等の不利益が生じる可能性があります。

　○必ず、２日に１回はアクセスし確認していただきますようお願いします。

クリック③

クリック④











京都府 ギャンブル等依存症 相談

京都市を除く京都府内にお住まいの方はこちら（京都府精神保健福祉総合センター）

京都市内にお住まいの方はこちら（京都市こころの健康増進センター）

京都市 ギャンブル等依存症 相談



  提出窓口一覧   

 

※京都市内の事業所につきましては、障害福祉サービスは京都市障害保健福祉推進室（TEL 

 075-222-4161）、障害児関係は京都市子ども家庭支援課（TEL075-222-3939）へご確認ください。 

 

提出窓口 所在地 

＜障害児入所支援＞ 
京都府 健康福祉部障害者支援課 
福祉サービス･障害児支援係 

〒604-8570 京都市上京区下立売通新町西入る薮ノ内町 
TEL 075-414-4671      FAX 075-414-4597 

＜障害福祉サービス等及び障害児通所支援については、下記の窓口にご提出ください。＞ 

乙訓保健所（山城広域振興局 
健康福祉部）福祉課 

〒617-0006 向日市上植野町馬立８ 

      TEL 075-933-1154         FAX 075-932-6910 

山城北保健所（山城広域振興局 

      健康福祉部）福祉課 

〒611-0021  宇治市宇治若森７の６ 

   TEL 0774-21-2193         FAX 0774-24-6215 

山城南保健所（山城広域振興局 

      健康福祉部）福祉課 

〒619-0214 木津川市木津上戸１８－１ 

      TEL 0774-72-0979         FAX 0774-72-8412 

南丹保健所（南丹広域振興局 

      健康福祉部）福祉課 

〒622-0041  南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ 

   TEL 0771-62-0361         FAX 0771-63-0609 

中丹西保健所（中丹広域振興局 

      健康福祉部）福祉課 

〒620-0055  福知山市篠尾新町１丁目９１番地 

   TEL 0773-22-3903        FAX 0773-22-4350 

中丹東保健所（中丹広域振興局 

      健康福祉部）福祉課 

〒624-0906 舞鶴市字倉谷１３５０－２３ 

   TEL 0773-75-0856         FAX 0773-76-7897 

丹後保健所（丹後広域振興局   

      健康福祉部）福祉課 

〒627-8570  京丹後市峰山町丹波８５５ 

      TEL 0772-62-4302         FAX 0772-62-4368 

 

＜各市町村の所管保健所＞ 

保健所 市町村 

 

乙訓保健所       

 

向日市、長岡京市、大山崎町 

 

山城北保健所       

 

宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町 

 

山城南保健所       

 

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 

 

南丹保健所       

 

亀岡市、南丹市、京丹波町 

 

中丹西保健所       

 

福知山市 

 

中丹東保健所       

 

舞鶴市、綾部市 

 

丹後保健所       

 

宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 
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